
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、県税の納付が困難な場合は、

納税の猶予制度がありますのでご相談ください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 納税猶予に該当するケース 

   新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し一時に納税が困難な場合 

    

２ 納税猶予の効果 

〇 最長１年間、納税が猶予されます。（延長できる場合あり） 

〇 任意の 1か月間の収入が対前年(又は前々年)同月比で概ね 50％以上減少した場

合、猶予期間中の延滞金を全額免除します。 

※収入減が 50％に満たない場合でも、延滞金は1％に軽減されます。(通常 8.8％) 

  

３ 対象となる県税 

法人県民税、法人事業税、個人事業税、自動車税種別割など県が徴収するほぼす

べての税目が対象となります（証紙徴収の方法で納めるものは除きます。）。 

 

 ４ 申請手続き、問い合わせ先 

  ・申請書のほか、収入・支出等の状況が分かる資料を提出していただきます。 

  ・申請手続き等に関して、詳しくは地域を管轄する県税事務所にお問い合わせくだ

さい。 

 

  申請方法・様式については、長野県公式ホームページにも掲載しています。 

 https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/200408tyousyuuyuuyo.html 
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